
三重県精神保健福祉審議会ギャンブル等依存症対策推進部会 

設置要綱 

 

（目的） 

第１条 ギャンブル等依存症は、本人及びその家族の日常生活や社会生活に支

障を来し、多重債務、貧困、犯罪等の重大な社会問題を生じさせていること

から、ギャンブル等依存症への対策を総合的かつ計画的に推進するため、三

重県精神保健福祉審議会ギャンブル等依存症対策推進部会（以下「部会」と

いう。）を設置する。 

 

（協議事項） 

第２条 部会は、前条の目的を達成するため、次の事項について協議をするも

のとする。 

（１）県のギャンブル等依存症対策推進計画の策定及び進捗管理、評価に関す

ること 

（２）ギャンブル等依存症の発生予防に関すること 

（３）ギャンブル等依存症の進行及び再発の防止に関すること 

（４）ギャンブル等依存症を有する者への支援の充実に関すること 

（５）その他必要な事項 

 

（組織） 

第３条 部会はギャンブル等依存症の発生予防や支援等に関連する関係機関か

ら幅広く参画を得て構成し、その代表等を委員とする。 

 

（委員） 

第４条 委員は、三重県精神保健福祉審議会会長が指名し、三重県知事が任命

する。 

２ 委員の任期は３年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補充委員の

任期は、前任者の在任期間とする。委員の再任は妨げない。 

 

（運営） 

第５条 部会には会長を置き、委員の互選によってこれを定める。 

２ 会長は、会務を総括し、部会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名す

る委員が、その職務を代理する。 

 



（会議） 

第６条 部会の会議は、会長（会長が定まる前にあっては医療保健部健康推進

課長）が招集し、開催するものとする。会長は、会議を総括し、会議の議長

となる。会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明

を求め又は意見を述べさせることができる。 

 

（報告） 

第７条 会長は、部会が決定した事項について、その内容を三重県精神保健福

祉審議会に報告する。 

 

（庶務） 

第８条 部会の庶務は、医療保健部健康推進課において行なう。 

 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めることのほか、部会の運営に必要な事項は、別に定め

る。 

 

 附 則 

この要綱は、令和２年６月１５日から施行する。 

 


